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平成22年度（特別徴収開始年度）
徴収方法 上半期（普通徴収） 下半期（特別徴収・本徴収）
徴 収 月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
税 　 額 15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 年税額の1/4ずつ 年税額の1/6ずつ

平成23年度（特別徴収２年目以降）
徴収方法 上半期（特別徴収・仮徴収） 下半期（特別徴収・本徴収）
徴 収 月 ４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月
税 額 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
算出方法 前年度の２月と同じ額 平成23年度の年税額の残り1/3ずつ

住民税の税額が60,000円（年金所得のみ）の場合

　
65
歳
以
上
の
方
の
公
的
年
金
に
対
す
る

町
・
府
民
税
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
場
合
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）

で
納
付
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、

今
年
10
月
以
降
、
日
本
年
金
機
構
な
ど
の

年
金
支
払
者
が
年
６
回
の
年
金
支
給
時
に

町
・
府
民
税
を
引
き
落
と
し
、
町
に
納
入

す
る
方
法
（
特
別
徴
収
）
に
変
わ
り
ま
す
。

※ 

納
付
方
法
が
変
わ
る
だ
け
で
、
新
た
な

税
負
担
は
生
じ
ま
せ
ん

　
そ
の
年
の
４
月
１
日
現
在
65
歳
以
上
で

老
齢
基
礎
年
金
な
ど
を
受
給
し
、
公
的
年

金
に
対
す
る
町
・
府
民
税
が
課
税
さ
れ
る

方
で
す
。

町
・
府
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
（
特
別
徴
収
制
度
）
が
、

65
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
今
年
10
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

※ 

公
的
年
金
の
年
額
が
18
万
円
未
満
の
方

は
対
象
外

　
公
的
年
金
の
所
得
分
に
対
し
て
計
算
さ

れ
た
税
額
の
み
で
す
。

※ 

給
与
所
得
、
事
業
所
得
な
ど
に
対
す
る

税
額
は
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
給
与
か
ら

の
引
き
落
と
し
、ま
た
は
普
通
徴
収（
納

付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
で
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す

　
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
が
引

き
落
と
し
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
今
年
10
月
か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま

す
。
平
成
22
年
度
上
半
期
は
、
年
税
額
の

半
分
を
６
月
と
８
月
の
２
回
に
分
け
て
普

通
徴
収
（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
で

納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

Q 

特
別
徴
収
を
本
人
の
意
思
で
や
め
る
こ

と
は
で
き
ま
す
か
？

A 

本
人
の
意
思
で
の
選
択
は
で
き
ま
せ

ん
。
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
、
原
則

と
し
て
そ
の
年
の
４
月
１
日
現
在
65
歳

以
上
の
方
で
、
公
的
年
金
を
受
給
し
て

い
る
す
べ
て
の
納
税
義
務
者
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

Q 

給
与
と
公
的
年
金
収
入
が
あ
り
、
今
ま

で
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入
を
合
算
し
て
算
定

さ
れ
た
個
人
住
民
税
額
を
給
与
か
ら
特

別
徴
収
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
今
後
は
ど

う
な
り
ま
す
か
？

A 

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
、
公
的
年
金

に
対
す
る
個
人
住
民
税
を
給
与
か
ら
特

別
徴
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。
こ
の
た
め
、
給
与
か
ら
は
給
与

に
対
す
る
個
人
住
民
税
が
、
公
的
年
金

か
ら
は
公
的
年
金
に
対
す
る
個
人
住
民

税
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
別
徴
収
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

引
き
落
と
し
さ
れ
る

税
額
は
？

引
き
落
と
し
の
対
象
と
な

る
年
金
は
？

徴
収
方
法
と
税
額
は
？

Ｑ
＆
Ａ
で
知
る

「
年
金
特
別
徴
収
」

対
象
と
な
る
の
は
？

「
年
金
特
別
徴
収
」っ
て

ど
ん
な
制
度
？

 

65
歳
以
上
の
方
が
対
象

「
年
金
特
別
徴
収
」10
月
か
ら
開
始

問
＝
税
財
政
課
課
税
係
　
☎
９
５
６
―
２
１
０
１
（
内
１
４
６
）
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平成22年度の主な改正点
○保険税率を改定
○年金からの天引き（特別徴収）を開始
○非自発的失業者の保険税などの軽減措置を実施
○納税通知書や納付書の様式を変更
問・相談＝町民健康課高齢者福祉・保険医療係　☎956－2101（内126・127・128・129・121）

課税
区分 課税対象

税率など
医療分 支援分 介護分

所得割 加入者の前年中所得金額 7.4% 1.6% 1.3%

資産割 加入者の固定資産税額 15% 2% 4%

均等割 加入者1人あたり定額 22,000円 6,000円 9,500円

平等割 加入1世帯あたり定額 19,000円 4,000円 5,500円

限度額 超過分は切り捨て 500,000円 130,000円 100,000円

国民健康保険のお知らせ
―６月中旬に納税通知書などを発送します―

   

国
民
健
康
保
険
制
度
と
は

　
被
保
険
者
（
加
入
者
）
が
支
払
っ
た
保

険
税
や
、
国
・
府
の
交
付
金
・
補
助
金
な

ど
を
財
源
と
し
て
、
被
保
険
者
の
万
が
一

の
病
気
や
け
が
の
と
き
に
医
療
費
を
給
付

す
る
相
互
扶
助
の
制
度
で
す
。
職
場
の
健

康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
な
ど
に

加
入
し
て
い
る
方
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
方
な
ど
を
除
く
、
す
べ
て
の
方
が
国

民
健
康
保
険
制
度
に
加
入
し
ま
す
。

    
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

に
つ
い
て

　
大
山
崎
町
で
は
、
加
入
者
一
人
ひ
と
り

に
被
保
険
者
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

【
被
保
険
者
証
の
管
理
・
使
用
に
あ
た
っ

て
の
注
意
点
】

○ 

有
効
期
限
を
過
ぎ
た
被
保
険
者
証
は
無

効
で
す

○ 

紛
失
・
破
損
し
た
場
合
は
役
場
１
階
町

民
健
康
課
（
２
番
窓
口
）
で
再
交
付
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い

○ 

被
保
険
者
資
格
を
喪
失
し
た
ら
、
た
だ

ち
に
使
用
を
中
止
し
て
く
だ
さ
い

○ 

急
病
な
ど
で
や
む
を
得
ず
被
保
険
者
証

を
持
た
ず
に
医
療
機
関
を
受
診
し
、
か

か
っ
た
医
療
費
全
額
を
支
払
っ
た
場
合

は
、
後
日
申
請
い
た
だ
け
れ
ば
、
国
保

負
担
分
（
窓
口
３
割
負
担
の
方
で
あ
れ

ば
７
割
分
）
を
給
付
し
ま
す

   

届
出
は
お
忘
れ
な
く

　
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
14
日
以
内
に

町
民
健
康
課
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

届
出
内
容
ご
と
に
必
要
書
類
な
ど
が
異

な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

【
国
保
へ
の
加
入
の
場
合
】

○
他
市
町
村
か
ら
転
入
し
た
と
き

○
職
場
の
健
康
保
険
か
ら
脱
退
し
た
と
き

○
生
活
保
護
を
受
け
な
く
な
っ
た
と
き

○
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き

【
国
保
か
ら
の
脱
退
の
場
合
】

○
大
山
崎
町
か
ら
転
出
す
る
と
き

○
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と
き

○
生
活
保
護
を
新
た
に
受
け
る
と
き

○
死
亡
し
た
と
き

    

届
出
が
14
日
を
超
え
て   

遅
れ
る
と
…

【
国
保
へ
の
加
入
の
場
合
】

○ 

保
険
税
は
、
異
動
の
あ
っ
た
日
に
さ
か

の
ぼ
っ
て
課
税
さ
れ
ま
す

○ 
未
届
け
の
期
間
に
受
け
た
医
療
に
つ
い

て
は
保
険
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

【
国
保
か
ら
の
脱
退
の
場
合
】

○ 

資
格
喪
失
日
以
降
に
国
保
の
被
保
険
者

証
を
使
用
し
た
場
合
、
国
保
が
負
担
し

た
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す

○ 

脱
退
の
届
出
が
な
い
と
、
保
険
税
が
か

か
り
続
け
ま
す
。
た
だ
し
、
届
出
が
あ

れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
精
算
し
ま
す

   

保
険
税
の
計
算
方
法
は
？

　
世
帯
ご
と
の
収
入
や
資
産
、
加
入
者
数

を
左
表
に
あ
て
は
め
て
年
税
額
を
算
出
し

て
い
ま
す
。

　
年
の
途
中
で
加
入
・
脱
退
が
あ
っ
た
場

合
は
、
年
税
額
を
月
割
で
再
計
算
し
、
そ

の
後
の
納
期
限
の
税
額
を
増
減
し
て
調
整

し
ま
す
。
過
払
い
金
額
が
あ
る
場
合
は
返

還
し
ま
す
。



   

保
険
税
の
納
め
方
は
？

　
従
来
の
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
方
法
（
普
通
徴
収
）
に
加
え
、
今

年
10
月
か
ら
は
、年
金
か
ら
の
天
引
き（
特

別
徴
収
）
が
始
ま
り
ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
全
員
が
65
歳

〜
74
歳
の
世
帯
の
世
帯
主
が
対
象
で
す
。

今
年
度
は
、
６
月
〜
９
月
は
普
通
徴
収
、

10
月
か
ら
は
特
別
徴
収
に
よ
り
納
め
て
い

た
だ
き
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
要
件
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
特
別
徴
収
の

対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

○ 

世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
で

な
い

○ 

年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
な
ど
の
理

由
で
、
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
て
い
な
い

○ 

介
護
保
険
料
と
合
わ
せ
た
額
が
年
金
額

の
1
／
2
を
超
え
る

○
今
年
度
中
に
世
帯
主
が
75
歳
に
達
す
る

普
通
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

　
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
世
帯
主

が
対
象
で
す
。
６
月
〜
翌
年
３
月
の
毎
月

末
を
納
期
限
と
す
る
10
回
払
い
で
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
。

口
座
振
替
納
付
へ
の
変
更
も
可
能

　
下
記
の
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
で
、

保
険
税
の
口
座
振
替
を
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

※ 
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方
で
も
、
原

則
、
口
座
振
替
納
付
へ
の
変
更
が
で
き

ま
す
。
金
融
機
関
で
の
手
続
き
の
後

で
、
被
保
険
者
証
と
印
か
ん
を
持
参
の

う
え
、
町
民
健
康
課
で
申
請
し
て
く
だ

さ
い
（
10
月
か
ら
の
特
別
徴
収
の
停
止

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
７
月
30
日
金

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
）

【
口
座
振
替
取
扱
金
融
機
関
】

▼
京
都
銀
行
▼
京
都
中
央
農
業
協
同
組
合

▼
み
ず
ほ
銀
行
▼
り
そ
な
銀
行
▼
池
田
泉

州
銀
行
▼
関
西
ア
ー
バ
ン
銀
行
▼
京
都
信

用
金
庫
▼
京
都
中
央
信
用
金
庫
▼
近
畿
労

働
金
庫
▼
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局

    

保
険
税
の
納
付
義
務
者
は

世
帯
主

　
世
帯
主
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
く
て

も
、
世
帯
の
中
に
国
保
の
加
入
者
が
い
る

場
合
、
納
付
義
務
者
は
世
帯
主
と
な
り
ま

す
。

　
経
済
的
な
事
情
な
ど
で
保
険
税
を
支
払

え
な
い
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
前
年
度
所
得
な
ど
に
応

じ
て
減
免
や
軽
減
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
減
免
な
ど
の
対
象
に
な
ら
な
い

場
合
で
も
、
分
納
な
ど
の
納
付
方
法
が
あ

り
ま
す
。

    

保
険
税
を
１
年
以
上
滞
納

す
る
と
…

○ 

被
保
険
者
証
を
返
還
し
て
い
た
だ
き
、

有
効
期
間
の
短
い
被
保
険
者
証
に
切
り

替
え
ま
す

○ 

資
格
証
明
書
を
発
行
す
る
場
合
が
あ
り

ま
す
（
医
療
機
関
窓
口
で
の
保
険
給
付

は
受
け
ら
れ
ず
、
そ
の
都
度
保
険
給
付

分
の
精
算
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
）

○ 

１
年
６
カ
月
を
経
過
す
る
と
保
険
給
付

の
一
部
ま
た
は
全
部
を
差
し
止
め
ま
す

※ 

そ
の
ほ
か
、
地
方
税
法
に
基
づ
い
て
財

産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
の
処
分
を
受
け

る
こ
と
も
あ
り
ま
す

　
倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
事
業
主

の
都
合
（
非
自
発
的
理
由
）
に
よ
り
離
職

し
た
場
合
、
国
民
健
康
保
険
の
保
険
税
な

ど
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
軽

減
を
受
け
る
に
は
届
出
が
必
要
で
す
。

軽
減
の
対
象

次
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
。

○
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
た

○
離
職
日
現
在
の
年
齢
が
65
歳
未
満

○ 

事
業
主
の
都
合
に
よ
る
離
職
（
雇
用
保

険
の
特
定
受
給
資
格
者
）
ま
た
は
雇
い

止
め
な
ど
に
よ
る
離
職
（
雇
用
保
険
の

特
定
理
由
離
職
者
）
で
あ
る
（
※
）

（
※
） 

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離
職
理
由
が
11
、
12
、

21
、
22
、
23
、
31
、
32
、
33
、
34
に
該
当
す
る
方

軽
減
内
容

○ 
保
険
税
の
計
算
時
に
前
年
の
給
与
所
得

を
3
／
10
と
み
な
し
て
計
算
し
ま
す

○ 

高
額
療
養
費
な
ど
の
所
得
区
分
の
計
算

時
に
、
前
年
の
給
与
所
得
を
3
／
10
と

み
な
し
て
計
算
し
ま
す

軽
減
期
間
＝
離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度

末
ま
で
で
す
。
届
出
が
遅
れ
て
も
、
さ
か

の
ぼ
っ
て
軽
減
さ
れ
ま
す
。
国
民
健
康
保

険
に
加
入
中
は
、
途
中
で
就
職
し
て
も
継

続
し
ま
す
が
、
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す

る
と
終
了
し
ま
す
。
た
だ
し
、
平
成
21
年

度
の
保
険
税
は
対
象
外
で
す
。

届
出
に
必
要
な
も
の
＝
▼
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
▼
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

▼
印
か
ん

届
出
先
＝
町
民
健
康
課
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倒
産
や
解
雇
な
ど
で
離
職
し
た
方
は
、保
険
税
な
ど
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す


